
 

 

入 札 説 明 書 

 

  この入札説明書は、佐野市が発注する調達契約に関し、条件付一般競争入札に参加しよう

とする者（以下｢入札者｣という。）が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明

らかにするものである。 

 

１．入札に付する事項 

(１)調達件名等 

調達件名 納入場所 

佐野市立学校等トナー購入（単価契約） 佐野市立学校及び教育センター 

(２)履行期間  契約締結日から令和９年３月３１日まで 

(３)規格等    仕様書による。 

 

２．入札に参加する資格の確認等 

本入札に参加を希望する者は、資格の確認を受けるため、次に掲げる書類を提出し、当

該資格の確認申請をすること。 

(１) 提出書類 

   ア．条件付一般競争入札参加資格確認申請書（別記様式第１号） １部 

  イ．通知書返信用封筒（切手貼付、返信用宛名記載のもの）  １部 

(２) 提出先   佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係（佐野市役所５階）  

 (３) 提出期限  令和８年４月６日 午後５時 必着 

(４)  提出方法  持参又は郵送 

         ※郵送する場合は、（１）の提出書類を｢一般書留｣、｢簡易書留｣又は｢特

定記録｣のいずれかの方法で、「〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 

佐野市役所 契約検査課 」あてに送付してください。 

※この申請書は郵便局留めは不可です。必ず市役所宛てに送付すること。 

※また、郵送の場合は、契約検査課に申請書等を郵送した旨を電話にて

必ず連絡すること。＜連絡先＞ 佐野市契約検査課 ℡0283-20-3027 

（５）確認結果  令和８年４月７日に条件付一般競争入札参加資格確認書を返信用封筒

にて郵送する。 

 

３．同等品での応札について 

入札参考品以外の同等品での応札が可能です。同等品で応札する場合は、提案協議書（指

定様式）にその物品名、仕様及び定価等を記載したものと、仕様に適合することが分かる規

格書（カタログ等）及びその他必要書類を添付し、事前に担当課と協議を行い同等品の承認

を得て、担当課の確認を受けた提案協議書（指定様式）を入札書に同封すること。 

 



 

 

４．入札書の送付 

 (１) 入札書宛先  

〒327-8799 日本郵便株式会社 佐野郵便局留 

    佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係 行 

 (２) 入札書、積算内訳書及び封筒 

    郵便入札用の入札書を使用し、封筒は「封筒（記載例）」のとおりとする。 

積算内訳書は、本入札の指定様式を使用すること。 

(３) 郵送の方法 

   ｢一般書留｣、｢簡易書留｣又は｢特定記録｣のいずれかの方法とする。 

   ※これら以外の方法（普通郵便、レターパック等）は無効となるので注意すること 

(４) 入札書到達期限 

    令和８年４月１３日 日本郵便株式会社 佐野郵便局 必着 

 

５．開札の日時及び場所 

(１) 日 時  令和８年４月１５日 午前１０時００分 

(２) 場 所  佐野市役所入札室（６階） 

 

６．入札及び開札の方法等 

(１) 入札方法は郵便入札とし、持参による入札は認めない。 

(２) 入札書には、単価に予定数量を乗じた総合計金額を記載すること。 

(３) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当

する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り

捨てた金額）をもって落札価格とするので、消費税及び地方消費税（非課税事業者の場

合は、消費税及び地方消費税相当額）を含まない金額を入札書に記載すること。 

 (４) 開札の立会人を入札参加者から抽選により２名を選出するものとし、選出された者は

開札に立ち会うものとする。 

(５)  佐野市郵便入札実施要綱（平成 24年佐野市告示第 50号）第４条の規定により、郵便

入札の回数は、再度入札を含め２回までとする。 

 

７．郵便入札の郵送書類について 

(１) 入札書には、入札件名、開札年月日、入札者の住所、商号又は名称及び代表者職・氏

名の記載、並びに代表者の押印をすること。 

 (２) 積算内訳書の提出 

積算内訳書（以下「内訳書」という。）を入札書に同封して提出すること。 

（３） 提案協議書の提出 ※参照「３．同等品での応札について」 

同等品で応札する場合のみ、入札書に同封し、提出すること。 

 

８．落札者の決定方法 

(１) 落札者の決定は、本入札に示した仕様書の要件のすべてを満たすと本市が判断した入

札者であって、佐野市財務規則第８１条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範



 

 

囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。 

(２) 落札者となるべき同価格の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者に

くじを引かせて落札者を決定するものとする。 

 

９．入札の無効 

(１) 入札書及び内訳書の記載事項が不明瞭で、判読できないとき。 

(２) 入札書記載の金額を訂正したもの、又は氏名の下に押印がないもの 

(３) １通の封筒に２枚以上の入札書があったとき。 

(４) 入札書が到達期限までに到達しないとき。 

(５) 入札書が指定された方法以外で送付されたとき。 

(６) 封筒に入札書その他提出すべき書類（以下｢入札書等｣という。）以外のものが同封さ

れたとき。 

(７) 同封するべき内訳書がないとき、又は内訳書を必要とする場合において当該内訳書の

記載された金額と入札書に記載された金額とが異なるとき。 

(８) 封筒に記載された事項と入札書等に記載された事項とが異なるとき。 

(９) 入札者の資格を制限した場合において無資格者のしたもの 

(10) 談合その他不正の行為があったと認められるもの 

(11) 前各号に掲げるもののほか、本入札における特定事項に違反したもの 

 

10．契約について 

(１) 契約書の要否  要する 

(２) 積算内訳書に記載された単価（税抜金額）をもって契約単価とする。なお、請求金額

の計算方法は、毎回数量が確定した段階において、契約単価に確定数量を乗じた額（当

該金額に円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）の合計金額に消費税

及び地方消費税相当額を加算した金額（当該金額に円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた金額）とする。 

 

11．その他 

(１) 入札参加資格確認申請書提出後に入札を辞退する場合は、入札辞退届（指定様式）

を提出すること。 

(２) 入札参加資格確認申請書及び入札書等の指定様式は、佐野市ホームページの 

    「ホーム」⇒「 くらし・行政 」⇒「市政情報・入札」⇒「 入札・契約情報 」 

⇒「入札契約様式」⇒「 物品・役務の提供等の関係様式一覧 」から様式をダウ

ンロードして使用すること。 

 (３) 仕様内容及びその他の問い合わせ等 

４月６日午後５時までに、質疑応答書（指定様式）を持参またはＦＡＸにて提出する

こと。ＦＡＸの場合は、送信後必ず電話連絡をすること。 

（４）質疑応答について 

質疑応答については、４月７日午後５時までに佐野市ホームページに掲載する。 

 



 

 

12．問合せ 

（１)公告の内容：〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 （佐野市役所 ５階） 

佐野市 技術センター部 契約検査課 契約係    

電話0283-20-3027 ＦＡＸ0283-20-3035 

(２)仕様の内容：〒327-8501 栃木県佐野市高砂町１番地 （佐野市役所 ３階） 

佐野市教育委員会 教育部 学校管理課 学校管理係  

電話 0283-20-3051 ＦＡＸ0283-20-3032 

 


